
自動車共済のご案内 

 

葛田労務管理事務所・長野労働保険事務組合では、関東自動車共済協同組合の自動車共済 

をお勧めしております。損保系の自動車保険と違い、関東自動車共済は、利益を追求しな

い相互扶助の自動車共済です！昨今の厳しい経済状況で経費削減にはピッタリではないで 

しょうか！ 

 

【メリット】 

１ 法人契約ができる共済 

  → ＪＡ共済・全労済は法人契約を引き受けておりません。 

２ フリート契約（１０台以上）でも、２通りあり、フリートＢはその中の１台が事故を

起こした場合でもその１台のみペナルティ(掛金ＵＰ)があるだけ！損保系は全車にペ

ナルティが課せられます！ 

３ ３６５日２４時間無料安心ロードサービス 

  利用対象は対人・対物以上の契約があり、且つ適用対象自動車が自家用普通乗用車、 

  自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車 

  自家用普通貨物車（最大積載量０，５トン以下）、特種用途自動車（キャンピング車） 

  に限ります。 

４ 事故処理は専門のスペシャリストがサポートいたします。（全国対応） 

 

５ 万一の通勤労災の際は、葛田労務管理事務所と提携関係にある共済のため処理がスム

ーズになります。 

 

【デメリット】 

１ 共済名がメジャーではないため、大手損保会社のようなブランド力がない 

 → ブランド力が必要といわれると・・・・・しかし、今の時代、必要でしょうか？ 

 

ぜひ、ご検討いただければ幸いです。 

    ここに掲げた内容は概要を説明したものです。詳しい内容については下記にお問

い合わせください。 

      

                 葛田労務管理事務所・長野労働保険事務組合 

                    ℡026-296-9800 Fax026-296-9953 

                【元受共済】関東自動車共済協同組合長野支部 

                             担当 伝田 

                    ℡026-228-5460 Fax026-228-5384 


